
令和6年度　町内会長のご紹介
65歳以上の方の介護保険料のお知らせ

〈敬称略〉　〇は新会長

町内会連合会・自主防災会協議会　臨時総会　開催

■介護保険料額
所得段階 所得などの条件 保険料（年額）

■納付方法
　納付方法は、次のとおりです。
①特別徴収（年金の年額が18万円以上の方）

年金から天引きされます。6月に決定した保険料の年額から本年4月、6月、8月の仮徴収分を
差し引いた額が10月以降の年金から3回に分けて天引きされます。
②普通徴収（年金から天引きされない方、満65歳になった時や他市町村から転入した時など）

納付書または口座振替により納付します。納付書で納付いただく場合、コンビニエンスストアで
の納付や、スマートフォン決済アプリ「PayPay」「LINE Pay」「PayB」での納付もできます
のでご利用ください。

c健康介護課　☎388‐7171

　町と町民の皆さまのパイプ役となって、住みやすいまちづくりのためにご協力いただいている町内
会長をご紹介します。

町内会名 会 長 名 町内会名 会 長 名
松 栄 町 1 丁 目
松 栄 町 2 丁 目
松 栄 町 3 丁 目
緑 月 美 町
春日東陽常盤町
若 葉 町
西 金 池 町
奈 良 町
二 見 町
宮 川 町
八 幡 町
県 町
司 町
港 町
上 本 町
下 本 町
上 新 町
中 新 町
下 新 町
新 町
弥 生 町
清 住 町
美 笠 通 1 丁 目
美 笠 通 2 丁 目
美 笠 通 3 丁 目
友 楽 町
桜 町
瓢 町

中　島　　　浩
高　橋　則　雄
中　田　楢　蔵
船　橋　宏　元
山　田　忠　正
山　岡　幸　彦
田　原　恭　一
川　島　　　裕
北　村　弘　之
岩　田　　　修
杉　山　竹　久
村　井　恭　志
岩　越　　　誠
吉　田　孝　之
原　　　英　司
名　和　秀　司
大　平　利　勝
村　田　茂　樹
岩　田　光　弘
森　崎　　　博
岩　橋　　　新
奥　村　彰　朗
小早川　保　彦
尾　藤　孝　司
服　部　　　誠
大　矢　正　弘
衣　笠　和　彦
伊　藤　　　將
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○
○
○

西 宮 町
東 宮 町
西 町
柳 原 町
朝 日 町
泉 町
天 王 町
大 池 町
門 前 町
上 柳 川 町
下 柳 川 町
田 代 東
田 代 中
田 代 西
長 池 東
長 池 西
北 及 第 1
北 及 第 2
南 栄 町
北 門 間
中 門 間
下 門 間
円 城 寺
中 野
無 動 寺
江 川
米 野

林　　　広　司
青　井　宏　樹
鈴　木　淳一郎
岩　崎　　　稔
尾　関　　　求
平　尾　貞　松
加　藤　周　志
田　中　栄　治
鈴　木　良　和
佐　藤　愼　治
岡　田　清　人
吉　田　繁　之
浅　野　幸　雄
水　谷　寿　治
吉　村　　　晋
山　本　一　成
服　部　哲　直
古　田　喜久郎
松　原　安　雄
三　田　博　之
下　谷　孝　允
水　田　英　博
加　藤　木　孝
田　島　賢　司
工　藤　弘　志
木　島　秀　幸
田　中　勝　士
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　町内会連合会・自主防災会協議会の臨時総
会が、4月23日に開催されました。
　総会では、令和5年度事業報告や決算の承認
のほか任期満了による役員の改選が行われ、次
の皆さんが選出されました。

〈敬称略〉
会　長　山田 忠正（春日東陽常盤町）
副会長　川島 裕　（奈良町）
副会長　岩田 修　（宮川町）
副会長　松原 安雄（南栄町）
副会長　加藤 木孝（円城寺）
会　計　岩田 光弘（下新町）
会　計　浅野 幸雄（田代中）

　介護保険制度は、社会全体で介護の負担を支える制度で、皆さんの保険料が大切な財源となっ
ています。介護保険料は、満40歳になる月から満65歳になる月の前月までは皆さんがそれぞれ加入
している健康保険と一緒に徴収され、満65歳になる月からお住まいの市町村に納付していただきます。
　町では、満65歳以上の方の介護保険料を今年度の市町村民税の課税状況をもとに決定し、6
月中旬に介護保険料納入通知書を郵送します。
　介護が必要となったとき、安心して介護保険のサービスが受けられるよう介護保険料の納付に
ご理解とご協力をお願いします。

第1段階

第2段階

第3段階

第4段階

第5段階

第6段階

第7段階

第8段階

第9段階

第10段階

第11段階

第12段階

第13段階

・生活保護を受給している人
・世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けている人または前年の課
税年金収入額と合計所得金額の合計が年間80万円以下の人
・世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合
計が年間80万円超120万円以下の人
・世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合
計が年間120万円超の人
・本人が住民税非課税で、世帯の中に住民税課税者がいる人で、前年の課税
年金収入額と合計所得金額の合計が年間80万円以下の人
・本人が住民税非課税で、世帯の中に住民税課税者がいる人で、前年の課税
年金収入額と合計所得金額の合計が年間80万円超の人
・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人
・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満
の人
・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満
の人
・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満
の人
・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満
の人
・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満
の人
・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満
の人
・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の人
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